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保険薬局 各位 

一般社団法人 京都府薬剤師会 

新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬の取扱いについて 

 

標記については、会員の皆様方より多くのお問合せをいただいております。 

つきましては、以下のとおり取りまとめましたので、ご確認ください。 

 なお、新型コロナウイルス経口抗ウイルス薬「モルヌピラビル」（販売名：ラゲブリオカプセル 200 ㎎）に

ついては、現在、安定的な供給が難しいことから、厚生労働省がその所有権を有した上で、予め、都道府県に

おいてリスト化された対応薬局に配分されることとなっております。そのため、必要以上配分依頼は行わない

ことや、対応薬局間における薬局間譲渡は不可であることにご留意ください。 
 
 

〇都道府県でリスト化された対応薬局（以下、対応薬局）について 

京都府薬務課が作成する「新型コロナウイルス感染症経口治療薬の調剤に対応する薬局リスト」に掲載さ

れている薬局。既に募集は締切られていますが、以下リンクから掲載希望調査にアクセス・入力が可能です。   

リストへの反映時期は未定ですが、京都府から情報があり次第本会ホームページ等でお知らせします。 

https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?acs=2021coronamedchousa 
 
 

〇ラゲブリオカプセル提供体制の流れ 

1 予め、対応薬局がラゲブリオ登録センターへの対応機関登録を行う。（MSD 株式会社の HP） 

2 対応薬局は、患者の発生に備えて予め一定数の在庫を発注しておく。 

3 配送に協力する配送業者から対応薬局に本剤が納品される（原則、発注後1～2日程度（日曜祝日を除く）） 

4 投与対象となりうる患者が発生した際、医療機関において、処方箋と共に適格性情報や同意書取得等につ

いてのチェックリストを患者が希望する対応薬局に Fax 等で送付する。処方箋原本とチェックリスト原

本は、Fax 等で送付した薬局に送付する。（医療機関が対応薬局リストを患者に提示、患者が希望する対応薬局を選定）  

5 処方箋及びチェックリストを受け取った対応薬局は、必要な調剤、服薬指導等を実施し、チェックリスト

の内容に基づき、ラゲブリオ登録センターの指示に従って当該患者の投与実績を入力し、在庫から本剤の

提供を行う。その際、自宅療養や宿泊療養の患者が来所しなくても済むよう、患者の居所に本剤を配送又

は持参することを原則とする。 
 

（保険請求上の注意） 

ラゲブリオカプセルの投与は評価療養に該当するため、レセプト請求にあたっては薬剤料を除き、調剤報酬を

請求することになりますが、「処方」欄に「薬評」と記載の上、当該医薬品名称を記載することとなります。 
 
 

詳細については、日本薬剤師会が各種通知を発出しております。ご一読ください。（本会 HP（会員専用サイト）「日薬の情報」に掲載）  

京都府薬剤師会ホームページ（会員専用サイト「日薬の情報」より） 

2021/12/27 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬の医療機関及び薬局への配分について  

2021/12/28 「ラゲブリオカプセル 200mg」の調剤に関する注意喚起について 

2021/12/28 疑義解釈資料の送付について（その 87、その 88）（ラゲブリオカプセル関連 2件） 

 

https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?acs=2021coronamedchousa

